
令和５年度 滋賀県高Ｐ連事業計画（案） 

   

 

                       重 点 目 標  

 

１．ＰＴＡ会員相互の親睦を深め、情報交換を図るとともに各種の研修に取り組む。 

    ①「滋賀県高Ｐ連会報」を年間２回（７月と２月）発行し、会員の相互交流に生かす。 

  ②近畿地区高Ｐ連主催の広報紙コンクールに応募し、各校ＰＴＡとの情報交換を図る。 

   ③評議員会において全体研修を行うとともに、県内５地区において地区別研修会を実施する。  

  ④第 48回近畿地区高等学校 PTA連合会大会滋賀大会を開催する。 

 

２．関係機関との連携を図り、高校生の健全育成と自立性を育てることに努める。 

    ①交通事故防止に関する自主規制「３＋１ない運動」を推進し、啓発チラシを配布する。 

   ②インターネットトラブル防止の促進を提唱し、啓発文書を配布する。 

 

３．教育環境の整備を進め、高等学校教育の充実発展に寄与する。 

   ①各高等学校の教育課題に対応できる、教育環境の整備に努める。 

    ②単位ＰＴＡからの教育要望を集約し、県高Ｐ連として関係機関に要望する。 

 

４．人権教育の充実を図るとともに、各種の大会に参加して発表する。 

    ①会員一人ひとりが、人権問題を自らの課題として捉え、県の主催する研修会に参加する。 

   ②滋賀県人権教育研究大会での報告（発表）を通して、広く人権教育の推進に取り組む。 

   

５．高校生活の安全・安心を目的とし、次の各種補償制度等を充実する。 

  ①「全国高Ｐ連 賠償責任補償制度」 

   ②「高校生総合保障制度」（こども総合保険＋自転車総合保険） 

  ③「ＰＴＡ団体傷害保険制度」 


